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中医協 材－1  
21．5．27  

平成20年度  

材料価格基準制度について  1特定保険医療材料とは  

医療材料の診療報酬上の評価①  

Al（包括）いずれかの診療報酬項目において包括的に評価  
されているもの（例：縫合糸、ガーゼ）  

A2（特定包括）特定の診療報酬項目において包括的に評価  
されているもの（例：眼内レンズ）  

B（個別評価ト＝御好  
材料価格が個別に設定され評価さ れているもの  

2 材料価格基準制度   

ペースメーカー、人工関節）  



機能区分（イメージ図）  概 要  

① 材料価格基準は、医療保険から保険医療機関や   
保険薬局（保険医療機関等）に支払われる際の   
捜定保険医療杜魁の価格を定めたもの  

② 特定保険医療材料の構造、使用目的、医療上の   
効能及び効果等からみて類似していると認めら   

れるものを一群として趨藍区立を定め、その機   
能区分ごとの基準材料価格を厚生労働大臣が告  
示する  

③ 材料価格基準で定められた価格は、医療機関又   
は薬局の実際の購入価格（捜狙低温調査結果）に   

基づき定期的に改正  

銘 柄  

保険償還価格はP（x）  
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3 既収載品の材料価格ルール   

保険償還価格  

115円  



特例的なルール  

○ 再算定   

国内価格と外国平均価格（英・米・独・仏）を比較し、市場実勢価格が   

外国平均価格の  

（1）ユ⊥Z虚を上回る場合、  

あるいは、  

（2）⊥＿＿亘鑑を上回り、かつ、前々回の改定での基準材料価格からの下落  
率が15％以内である場合は、  

下記の算式を適用し、倍率に応じて価格を引き下げる（最大25％まで）  

給が著しく困難な特定保険医療材料における機能区分の  
見直しに係わる場合を除0  

「  

材料価格調査において得た各機能区分lこ属する全ての既収載品の市場実勢価格の加  

重平均値に消費税を加えた算定値に二足塩（平成宰0年度においては4％※）を加算  

した額とする  ※ダイアライザー＝ 7．5％  

医療機関における購入価格の  
加重平均値（税抜の市場実勢価格  

】  

1新材料価格＝  

L＿＿Ⅳ＿＿＿＿＿＿－＿  

＋瑚  〕×（地三諾温。）  
算定値＝改定前材料価格 ×   

当該機能区分の属する分野の  

各銘柄の市場実勢価格の加重平均値  

○ 類似機能区分比較方式  

構造、使用目的、医療上の効能・効果等の観点から類似性が   
最も高い既存機能区分の材料価格を、当該新機能区分の材料価格   
とすることを原則とする。なお、機能の内容により補正加算※が   
行われる場合がある  

4 新規材料の価格算定ルール  

※補正加算   

．画期性加算   
．有用性加算   
．改良加算   
．市場性加算（Ⅰ）   
．市場性加算（Ⅱ）  

50～100％  
5～ 30％  

1～ 20％  

10％  
3％   



特例的なルール   基本的なルール（詳細）  

○画期性加算（50～100％）   

次の要件を全て満たす新規収載晶の属する新規機能区分  
イ 臨床上有用な新規の機序を有する医療用具であること  
ロ 類似機能区分に属する既収載晶に比して、高い有効性又は安全性を  
有することが、客観的に示されていること  
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷  

類似機能区分がない場合は、製造（輸入）原価に  
販売費及び一般管理費、営業利益※、流通経費並び  

に消費税及び地方消責税相当額を加えた額を新機能  
区分の材料価格とする  

※ 業界の実情を踏まえつつ、新規収載品の革新性の度合いに応じて  
±50％の範囲内で調整を行う  

○有用性加算（5～30％）   
画期性加算の3つの要件のうちいずれか1つを満たす新規収載品  

の属する新規機能区分  

○改良加算（1－20％）   

次のいずれかの要件を満たす新規収載品の属する新規機能区分  
イ‡薫造等におけるエ夫により、類似機能区分に属する既収載品に比して、  
医療従事者への高い安全性を有することが、客観的に示されていること  
ロ 類似機能区分に属する既収載品に比して、当該新規収載品の使用後  
における廃棄処分等が環境に及ぼす影響が小さいことが、客観的に示され  
ていること  
ハ類似機能区分に属する既収載晶に比して、低侵襲な治療をできること  
が、客規的に示されていること  
こ小型化、轄圭化等により、それまで規似機能区分に属する既収載品で  
不可能であった、小児等への使用が可能となったことが、客観的に示され  
ていること  

価格調整  

① 補正加井  
画期性加算－ 50～100％  

有用性加算：一 5～30％  
改良加算1－Jl－20％  
市場性加算（Ⅰ）10％  
市場性加算（Ⅱ）．3％  

（D類似機能区分   
比較方式  

（加井対象の場合）  

血類似機能区分比藍五重又は②原価計算方 式に  

ょり算定された材料価格が、外国平均価格の  
1．7倍に相当する額を上回る場合は、外国平均  
価格の1．7倍に相当する額に調整する  

① 類似機能区分比較方式〉 
③ 価格儲整   

外国平均価格の1．7倍を  
超える場合は1．7倍の張   ② 原価計算方式  

製造（輸入）原価・   

販売費、一般管理費 

宮業利益※  
流通経費 
消費税等  

※ 業界の実什を托まえつつ、新規収載   
晶の革新性の度合いに応じて土50％   
の範閣内で調整を行う  



医療機器・材料価格算定のプロセス  
Cl、C2の事案売き   
スケジュール  

提出月の翌月1日か  
ら4月以内（C2は5  
月以内）に区分決定   5 材料価格算定の手続き  



中医協 材一2 －21．5，27  
改定に至る経緯  

平成19年12月3日  

社会保障審言義会医療保険部会・医療部会におい  

て、「平成20年度診療報酬改定の基本方針」が取  
りまとめられた  

平成20年度材料価格算定ルールの  

変更点  
平成20年度予算案の編成過程  

診療報酬本体の改定で0．38％  

薬価等の改定で▲1．2％（うち材料▲0．1％）  

合計で▲0．82％  

の改定とすることが決定  

材料専門部会 経緯   

保険医療材料制度に係る今後の検討の進め方について   

特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について   

特定保険医療材料価格調査について   

平成18年度保険医療材料制度改革について   

アジア地域における医療材料価格等に係る調査について   

保険医療材料制度に関する今後の進め方について   

日  

日  

日  

日  

日  

日  

3  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（基本的考え方）   

・保険財政の効率的、重点的配分  

・革新的な新規の厚療材料の迅速な保険   

導入（イノベーションの評価）   
例）・改良加算の新設（原価計算方式）  

・革新性に応じ営業利益を±50％調整（類似機能区分比較方式）  

・既収載品について、不合理な内外価格   
差の是正  

4   

平成18年 6月 7日  

平成19年 5月30日  

平成19年 7月11日  

平成19年 9月19  

平成19年10月17  

平成19年10月24  

平成19年11月30  

平成19年12月14  

平成20年1月30  



革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略の概要  

平成19年4月   

文部科学省  
◎厚生労欄省   
線済度菓省  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（イノベーションの評価 ①迅速な保険導入）  

世界最高水準の医薬品・  
医療機器を国民に提供  

医薬品・医療機器産業  
を日本の成長牽引役に  

日本先行開発・日本参加の世界同時開発を目指した施策群  

（勤薫香の迅速化・官の向上  

■藍諾借罪顎讐罷新5年間  

居私宅続貰贋う向上  

■屠讐獣鮎盃芸基準の明確  

■屠願闇鮎駈新星紆  

■点描若者屠畠娼での共同  

●野鶴震潜押韻寵  

・医療機器審査人員の充実・育成  

・医療機器GCPの運用改善  

（勤臨床研項・治療環境の整備  

・国際共同治顔の推進  

・国民に重大な影響を与える疾患に対し   
国立高度専門医療センターを中心に産  
官学が密接に連携して臨床研究を進め   
る「医療クラスター」の整備  

・橋渡し研究拠点、再生医療拠点、臨床   
研究休制の整備  

・医療クラスターを中心とした治験の拠   
点化・ネットワーク化・汀化   

■医師や臨床試験を支援する人材の育   
成・確保  

・医師等の臨床業績評価を向上させる   
ための取組  

・臨床研究の規制の適正化の推進  

の研究資金の集中投入   

t医薬品■医療機器関連予   
算の重点化・拡充  

・産官学による重点開発   
領域等の調整組織の設置  

・研究開発税制の充実・強   
化の検討  

②ベンチャー企糞育成等  

・研究資金の拡充  

・施設や機器の共用化等  

・企業化支援体制の整備、   
OB人材の活用、相談窓口   
の充実等   

一審査手数料の支援検討  

・医療機器の部材提供を活   
性化する方策の検討  

・決定区分Cl（新機能）と決定された医療機器   

について、  

店）アジアとの連携  

・重要な疾病について共同研究推進  
・東アジアで収集されたデータの活用方法  
の共同研究  

（融イノベーションの適切な評価  

薬価制度等における革新的な製品  
のより適切な評価の検討  

と短縮することとした  
研究機関・産業界の連携強化  定期的な官民対話の実施  

医療機器・材料価格算定のプロセス  
平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（イノベーションの評価 ②補正加算の見直し）  

・新規医療材料及び改良型医療材料の開発や実用  
化に対するインセンティブを高めるため、これらにつ  
いて適切に評価することとした。  

・有用性加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）を統合再編し、新たに改  
良加算を設ける等、補正加算を見直すこととした。  

・原価計算方式においては、業界の実情を踏まえつ   
つ、革新性の程度に応じて営業利益率を±50％の  
範囲内で調整し、メリハ1」をつけた算定方式とするこ  
ととした。  

8   



イノベーションの評価 ②補正加算の見直し  
従前  平成20年度以降  イノベーションの評価 ②補正加算の見直し  

従前  平成20年度以降  

◎画期性加算（盟～100％）  

次の要件を全て満たす新規収載品  

の属する新規機能区分   
イ 臨床上有用な新規の機序を  

有する医療機器であること。   
口 類似機能区分に属する既収  

載品に比して、高い有効性又は安  
全性を有することが、客観的に示  
されていること。   

ハ 当該新規収載品により、当  

該新規収載品の対象となる疾病又  
は負傷の治療方法の改善が客観的  
に示されていること。  

◎画期性加算（40～100％）  

次の要件を全て満たす新規収載晶  

の属する新規機能区分   
イ 臨床上有用な新規の機序を  

有する医療機器であること。   
口 類似機能区分に属する既収  

載品に比して、高い有効性又は安  
全性を有することが、客観的に示  
されていること。   

ハ 当該新規収載品により、当  

該新規収載品の対象となる疾病又  
は負傷の治療方法の改善が客観的  
に示されていること。  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（一定幅について）   

・市場実勢価格加重平均値一定幅方式における   

一定幅を変更した  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（価格調整について）  

・内外価格差に対する更なる取り組みが求められている   

ことに加え、平成20年4月1日より「医療機関等におけ   
る医療機器の立会いに関する基準」が実施されること   

を踏まえ、  
ダイアライザー  11％ → 7．5％  

フイルム  5％ → 4％  

その他の特定保険医療材料 4％ → 4％  

「外国価格の相加平均の2倍以上の場合に2倍の価格」  

・l・－‾‾∴   

次々回改定時（平成22年度）には1．5倍とすることをにらみつつ、  

「外国価格の相加平均の1．7倍以上の場合に1．7倍の価格」  

12   とすることとした。  11  



（参考）－■定幅の推移 
平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（再算定について①）  

ー工＝ゝ  
次々回改定時（平成22年度）には1．5倍とすることをにらみつつ  

「外国における国別の価格の相加平均値の1．7倍以上」  

とすることとした。  

14  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（既存の機能区分の見直し）   

供給が著しく困難な特定保険医療材料における機   

能区分の見直しには一定の配慮をするなど、より適   
切なものとなるよう検討することとした。  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（再算定について②）  

・再算定の該当性を検討する区分の対象をより効率的   

に設定することとした。  

平成18年 平成20年  
281  150  

ただし、当該機能区分の基準材料価格改定前の  
基準材料価格を超えることはできない。  

1三＝エア  

ただし、当該機能区分の基準材料価格改定前の  
基準材料価格を超えることはできない。  

（供給が著しく困難な特定保険医療材料における  

機能区分の見直しに係る場合を除く。）  

該当性を検証した区分  

再算定の対象となった区分  

引き下げ率 25％ 

引き下げ率15～25％未満  

引き下げ率 5～15％未満  

引き上げ率 0～ 5％未満  

80  

34  

13  

30   

3  16   15  



平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（既存の機能区分の見直し）  

・細分化の観点から見直しを行った区分  8区分  

在宅中心静脈栄養用輸液セット 等  

1合理化の観点から見直しを行った区分  2区分  

ディスポーザブル注射器 等  

・新規評価の観点から見直しを行った区分 2区分  

携帯型ディスポーザブル注入ポンプセット 等  

】簡素化の観点から見直しを行った区分 12区分  

イレウス用ロングチューブなど 削除  

計24区分を見直し  

き考）平成18年実績：利用実態4、新評価1、簡素化1＝6区分を見直し  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（既存の機能区分の見直し）  

・機能区分については、臨床上の利用実態等を踏ま   
え、該当製品の存在しない機能区分について、経過   
措置をおくなどして、順次削除することとした。  

・価格や機能に差がなくなっている複数の機能区分   

については合理化を、一つの製品が複数の異なっ   

た機能区釧こ属しているものについては機能区分   

を見直すこととした。  

17  
18  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  
（既存の機能区分の見直し）   

材料価格基準機能区分数  

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（その他①）  

医科材料  歯科材料   調剤   合計   

H20．3．31   ′／／／古妻5   83   13   721   

H20．4．1   ＼J23   84   7   74  

・製造販売業者は新たな保険医療材料の決定   
区分実に対して、不服意見書を提出した場合   
に限り、保険医療材料専門組織に出席し、意   
見を述べることができるが、製造販売業者が   

希望する場合は、決定区分案が決まる前に   
保険医療材料専門組織に出席の上、意見表   
明を行うことができることとした。  

くこ＞  
○医科材料 機能区分数の推移（内訳）  

追加機能区分 →   ＋5区分  

細分化  →  ＋5区分  
削除機能区分→   －12区分  

計 －2区分  

H20．4．1  

20   

19  



医療機器・材料価格算定のプロセス  
平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（その他②）  

・在宅医療の普及・促進に鑑み、在宅医療に   
係る保険医療材料について保険医療材料等   
使用状況調査等に基づき、適切に評価する   
こととした。  

薮設  

・呼吸同調式デマンドバルブ加算  

豊丘  

・間歓注入シリンジポンプ加算  

・注入ポンプ加算  

適量止  

・酸素濃縮装置加算  

300点   

1，000→1，500点  

1，000→1，250点   

4，620→4．000点 22   

平成20年度の保険医療材料価格制度改革  

（その他③）  
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の状況等につ  次年度以降調査を行うこ   

との必要性も含め、引き続き検討を行うことと   
した。  

・内外価格差について、我が国特有の流通シ   
ステムや審査期間等が材料価格に与える影   
響の把握等を踏まえ、適正な内外価格差の   
範囲や内外価格差の是正に向けた取り組み   
等についての検討を行うこととした。  2。  
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4 再算定   

材料価格算定基準に基づき、14区分について再算定を行った。  

引き下げ率25％のもの  2区分  

引き下げ率20％以上25％未満のもの  3区分  

引き下げ率15％以上20％未満のもの  1区分  

引き下げ率10％以上15％未満のもの  3区分  

引き下げ率5％以上10％未満のもの  3区分  

引き下げ率5％未満のもの  2区分  

ただし、再算定により15％以上価格が下落する区分については、激変緩和の観点か   

ら、段階的に引下げを実施する。  

平成20年度材料価格基準改定の概要  

1 材料価格基準機能区分数  

医科材料 歯科材料   調剤   合計   

年分数   623   84  7   714 

2．材料価格改定方式   

平成20年2月13日の中医協において7解された材料価格算定基準に基づき、改定   

を行った。  

（内訳）  

（1）市場実勢価碍加重平均値一定幅方式による改定  

（2）再算定による改定  

（3）機能区分の見直しによる改定  

＜段階的引下げの例＞  

25％下落する場合   価格下落率  平成20年4月～  平成21年1月～  平成21年4月～    5％引下げ  15％引下げ  25％引下げ   

20％下落する場合  ．4％引下げ  12％引下げ  20％引下げ   

15％下落する場合   3％引下げ   9％引下げ  15％引下げ   

3 改定品目数  

改定品目数  

5 実施時期  

官報告示：平成20年3月5日  

実  施：平成20年4月1日   引下げ  引上げ  据置き  その他  合計   
区分数  48 8   10  190   26   714   



（参考）  

平成19年度に実施した特定保険医療材料価格調査について   

1．趣旨   

材料価格基準改正の基礎資料を得ることを目的として、特定保険医療材料について、   

保険医療機軋歯科技工所及び保険薬局に販売する医療機器販売業者の販売価格及   

び一定率で抽出された医療機関等での購入価格を調査。  

2．調査期間   

平成19年5月から周年9月取引分を対象とし、平成19年10月1日ふら同年10月31   

日の間で実施（ただし、ダイアライザー、フイルム、歯科材料及び保険薬局調査分につい   

ては、平成19年9月取引分のみを対象）。  

3．調査の対象及び客体   

（1）販売サイド調査（回答率63．5％）  

保険医療機関及び歯科技工所に特定保険医療材料を販売する医療機器販売業  
者の全数  

調査客体数 6．360客体   

（2）購入サイド調査（回答率59．．9％）  

①病院及び一般診療所（歯科診療所を除く。以下同じ。）め全数を対象とし、以下  

のように抽出された病院及び一般診療所を客体とする。  
ア病院の全数から層化無作為抽出法により4分の1の抽出率で抽出された病  

‘院ら  

調査客対数2．221客体（回答率68．4％）  

イ‾般診療所の全数から層化無作為抽出法により80分の一1の抽出率で抽出  

された一般診療所。  

調査客体数1．240客体（回答率48．2％）  

② 歯科診療所の全数を鱒象とし、層化無作為抽出法により60分の1の抽出率  

で抽出された歯科診療所。  

調査客体数1．128客体（回答率51．8％）  

③ 歯科技工所の全数を対象とし・、層化無作為抽出法によリ6翰の1の抽出率  

で抽出された歯科技工所。  

調査客体数 108客体（回答率25．2％）  

④保険薬局の 

た保険薬局。  

調査客休数1，600客体（回答率65．2％）  

4．調査事項   

材料価格基準に収載されている特定保険医療材料の品目ごとの販売（購入）価格及   

び販売（購入）数量を調査。  

⑦   

中底協 材－4  

21∴ 5．27  

平成21年度に実施予定の特定保険医療材料価格調査について（案）   

1．趣旨   

材料価格基準改正の基礎糞料を得ることを目的として、特定保険医療材料にづいて、   

保険医嘩機関、歯科技工所及び保険薬局に販売する医療機器販売業者の販売価格及   

び一定率で抽出された医療稜関等での購入価格を調査。   

2．調査期間   

平成21年○月から同年○月取引分を対象とし、平成21年0月○日から同 年○月   

○日の間で実施（たギし、・ダイアライザー、フイルム、歯科材料及び保険薬局調査分に   

ついては、平成21年○月取 

3．調査の対象及び客体   

（1）販売サイド調査  

保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に．特定保険医療材料を販売する医療機   

器販売業者の全数。  
調査客体数約5，900客体   

（2）購入サイド調査  

① 病院、一般診療所（歯科診療所を除く。以下同じ。）の全数を対象とし、以下の  

ように抽出された病院及び一般診療所を客体とする。  

ア病院の全数から、層化無作為抽出法によリ4うさの1の抽出率で抽出された  

病院 
調査客対数約2：200客体 

イ一般診療所の全数かう、層化無作為抽出法により80分の1の抽出率で抽  

出された一般診療所  

調査客体数約1，200客体  

② 歯科診療所の全数から、層化無作為抽出法により60分の1の抽出率で抽出  

された歯科診療所  

調査客体数約1，100客体  

③ 歯科技工所の全数から、層化無作為抽出法によリ60分の1の抽出垂で抽出  

された歯科技工所  

調査客体数  約110客体  

④ 保険薬局の全数から、層化無作為抽出法により30分の1の抽出率で抽出さ  

れた保険薬局  
調査客体数約1．600客体 

4．調査事項  

材料価格基準に収載されている特定保険医療材料の品目ごとの販売（購入）価格及   

び販売（購入）数量を調査。  



中医協 材－5  

21．5＿ 27  

平成22年度保険医療材料制度改革に向けた今後の予定について（案）  

現行の材料価格算定基準等の確認  

特定保険医療材料価格調査の審喜義  

5月27日  

検討項目の整理開始  

欧州等調査結果の報告  

了月以降  

制度改定論点（案）  

関係業界からの意見聴取  

9月以降  

保険医療材料制度改革の骨子の提示及び審議  11月頃  

保険医療材料制度改革（案）の春吉義、取りまとめ  1月頃  

平成22年度保険医療材料制度改革の実施   4月  
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（4）市場実勢価格加重平均値一定幅方式における一定幅   

一定幅が特定保険医療材料の安定的な供給に果たしている役割に留  

意しつつ、より適正なものとなるよう引下げを行った。（ダイアライザ   

ー 7．5％、フイルム4％）。  

（5）外国価格による既存医療材料の再算定   

再算定の該当性を疲討する区分の対象をより効率的に設定すること   

とした。   

「外国における国別価格の相加平均値の2倍以上であるか、又は1．   

5倍以上であって、直近2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下   

落率が15％以内である場合」に再算定の対象であったが、「次回改定   

時には1．5倍とすることをにらみつつ、外国における国別価格の相加   

平均値の1．7倍以上であるか、又は1．5倍以上であって、直近2回   

の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が15％以内である場   

合」に再算定の対象とすることとした。  

（6）既存の機能区分の見直し   

臨床上の利用実態等を踏まえ、該当製品の存在しない機能区分につい   

て、経過措置をおくなどして、順次削除することとした。また、供給が  

著しく困難な特定保険医療材料における機能区分の見直しには一定の   

配慮をする等の適切な評価を行った。  

（7）意見表明   

製造販売業者は新たな保険医療材料の決定区分案に対して、製造販売  

業者が希望する場合は、決定区分案が決まる前に保険医療材料専門組織   

に出席の上、意見表明を行うことができることとした。   

（8）在宅医療   

在宅医療の普及・促進に鑑み、在宅医療に係る保険医療材料について   

保険医療材料等使用状況調査等に基づき、適切に評価することとした。  

保険医療材料制度に係る今後の検討の進め方について  

寛1 平成20年度保険医療材料制度改革による対応  

1′基本的考え方   

保険財源の重点的、効率的配分を行う観点から、革新的な新規の医療材料  

についてはイノベーションの評価を行うなど引き続き適切な評価を行うこと  

とする一方、既収載品については、不合理な内外価格差を是正する観点から  

価格の更なる適正化を図ることを基本に見直しを行った。  

2 主な内容  

【実施事項】  

（1）‘迅速な保険導入  

決定区分Cl（新機能）と決定された医療機器について、「保険適用   

開始月の3月前の末日までに決定されたものに限る」とされていたが、   

「保険適用開始月の1月前の末日までに決定されたものに限る」と短縮  

した。   

（2）補正加算の見直し  

改良型医療材料についても適切に評価することとし、有用性加算（Ⅰ）   

及び（Ⅱ）を統合再編し、新たに改良加算を設ける等、補正加算を見直  

した。（別紙）  

原価計算方式においては、業界の実情を踏まえつつ、革新性の程度に  

応じた営業利益率を±50％の範囲内で調整し、メリハリをつけた算定   

方式とすることとした。  

（3）外国価格による新規医療材料の価格調整  

「外国価格の相加平均の2倍以上の場合に2倍の価格」としていた   

が、「次回改定時にはそれぞれ1．．5倍とすることをにらみつつ、外国  

価格の相加平均の1．7倍以上の場合1．7倍の価格」とすることとし  

た。  

－1－  

ー2－   



【引き続き検討するとした事項】   

（1）他の先進国における医療機器の流通や購入の状況等について、次年度   

以降調査を行うことの必要性も含め、引き続き検討を行うこととした。   

（2）内外価格差について、我が国特有の流通システムや審査期間等が材料   

価格に与える影響の把握等を踏まえ、適正な内外価格差の範囲や内外価   

格差の是正に向けた取り組み等についての検討を行うこととした。  

第2瀾■（案）  

平成20年度保険医療材料制度改革の骨子（平成19年12月14日中央  

社会保険医療協議会了承）に沿って、以下のように検討を進めていくことと  

してはどうか。   

1内外価格差について、我が国特有の流通システムや審査期間等が材料  

価格に与える影響等について、医療材料業界から引き続き意見聴取を行  

。  

2 また、併行して、内外価格差の是正のための取組を検討するにあたり  

有用であると考えられる、英、米、独、仏以外の先進国における実地調  

査を別添のとおり行う。  

3 業界からの意見聴取、英、米、独、仏以外の先進国における実地調査  

の結果等を踏まえつつ、内外価格差のさらなる是正のための方策等、保  

険医療材料制度について検討する。  

ー3－   



中医協 材岬7  

21．5．27  

中医協 材－2  

20．8．27   

イ 医療機関における購入形態等  

医療材料の流通形態（流通経路、卸業者の存在の有無等）  

医療材料の取引規模、共同購入  

医療機関の購入決定プロセス（購入銘柄の決定過程、価格交渉の実   

態等）  

付帯的サービスの実態（技術サポート、預託在庫等）  

り 医療提供体制、医療保険制度、‘薬事制度  

医療提供体制の概要（医療機関の集約化の程度、手術の実施状況等）  

政府の医療材料価格への関与、情報提供等  

医療保険制度の概要（医療保険制度の概要、医療材料の償還価格、   

価格決定プロセス、DRGの採用状況等）  

薬事制度の概要（薬事承認体制）   

（2）調査対象機関   

ア 政府機関  

保健省（医療提供体制管轄部局及び医療保険担当部局、薬事制度担  

当部局等）   

イ 医療機関  

国立病院、大学病院、民間病院等   

り 製造販売業者  

（3）調査手法   

インターネットや関係団体などを活用し、国内で収集できる情報を予   

め取りまとめ、その上で、質問票を各国政府及び調査対象機関に事前に   

送付する。実地調査では、調査対象機関を訪問し、事前質問内容に対す   

る回答を得るとともに、ヒアリングを通して問題点を掘り下げるととも   

に‘関係施設の視察等を行う。   

医療材料価格等に係る調査  

（案）  

1 目的  

医療材料については、従来から内外価格差の存在が指摘されているとこ   

ろであり、これまで機能区分の見直し、外国価格調整・再算定の導入等に   

より、その是正に取り組んできたところであるが、依然、価格差について   

の指摘がある。そこで、他国の状況を把握し、その上で、内外価格差の是   

正のための根本的な取り組みを行うことが求められている。  

これらを踏まえ、平成18年度においては、アジア地域における医療材   

料価格等に係る調査を行い、アジア各国の医療材料価格や流通システム等   

の調査結果について、平成20年度の保険医療材料制度改革を議論する際  

の参考とした。   

今回、すでに比較する外国価格の対象としている英、米、独、仏以外の   

先進国における医療材料価格とともに、流通システム、薬事審査体制、附   

帯的サービスの提供状況等について実態を把握することは、我が国におけ   

る内外価格差の是正のための根本的な取組を検討するに当たり有用である   

と考えられることから実地調査を行うものである占   

2 調査対象国   

イタリア、オーストラリア、カナダ、スウェーデン等   

3 調査時期  

平成20年度  

4 調査内容  

（り 調査項目   

テ 医療材料に係る価格情報等  

ペースメーカー、PTCAカテーテル、冠動脈ステント等／内外価  

格差が指摘されている医療材料に関する取引価格  

政府が定めている公定価格等  

≡・  




